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北信越協会 委員長 事業担当者
経理担当者

（委員長兼任可）

【補足】

　各委員会細則の5条には、「本委員会の収支決算は委員長が作成し、理事会の承認を受ける。」と記
載されている。
　従って、経理担当者は事務局との情報交換の際は、必ず委員長（理事長）及び事業担当者にもCC送
付する。

（一社）北信越サッカー協会
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HSFA各種事業実施における事務手続き及び補助金の流れ（事業ごとの決算）

結果など
随時報告

支出伺い
【事業開始

一週間前まで】

※　原則、事業参加
費（個人・チーム）及

び協賛金の振込完了
後に提出

事

業

後 　決算書や証憑
書類の確認

赤字決算の場合

　委員会決算書に
反映【補足】

　入金確認後、事
業担当者に振込

　　 事業実施

事

業

前

　確認後、委員会
口座に振込
  ※1 振込手数料
（事務局負担）

結果を集約

結果等
HPにアップ

実施要項､組合せ（出場チーム・参加人数等）日程､etc
【事業開始約一ヶ月前】

要項等
HPにアップ

　参加チームの入
金状況など確認

　収支決算書の
作成
　
 ※2 振込手数料
は、当該事業に
係る経費として雑
役務費で計上す
る。（証憑書類の
添付が必要）

　※3 事業終了
後、2週間を目途
に提出する。

　※4 データ確認
（修正）後、事務
局からの連絡を
受け送付する。

提 出

支 出 伺 い 提 出 （CC）

振込 振 込（※2）

デ ー タ 提 出（CC）

決算書や証憑書類をデータ提出（※3）（CC）

決算書や証憑書類の本書を送付（※4）（CC）

確 認 作 業（修 正 依 頼 等）（CC）

補 助 金 返 金 等 の 連 絡（CC）

余剰金はゆうちょ銀行に振込（※2）（CC）

補填額振込（※1）（CC）


